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 臓器移植法 9 条は「病院又は診療所の管理者は，第 6 条の規定により死体から摘出され

た臓器であって，移植術に使用されなかった部分の臓器を，厚生労働省令で定めるところ

により処理しなければならない」と規定し，それを受けて同法施行規則 4 条は「法第 9 条

の規定による臓器(法第 5 条に規定する臓器をいう。以下同じ。)の処理は，焼却して行わ

なければならない」と規定している。 
 このような規定が置かれたのは，臓器移植法に先行する角膜移植法，角膜腎臓移植法に

ならってのことと思われるが，これらは理論的には次のような趣旨のものと考えられる。

すなわち，臓器移植法の規定に基づいて死体から摘出された臓器は，その目的に沿って用

いられなければならない。その目的というのは，本法が「臓器の移植術に使用されるため

の臓器を死体から摘出すること」等につき必要な事項を規定するものであることに照らし

て，臓器移植に限定される。したがって，それに使用されなかった臓器を臓器移植以外の

目的に用いることはできず，火葬に準じた礼意をもった処理として焼却に付す，というこ

とである。 
 アメリカなどでは，移植用に死体から摘出された臓器で移植に用いることができなかった

ものを研究等に用いることが広く行われている。そこでは，法律で認められた死体や死体臓

器の提供目的は，移植に限定されておらず，（提供をするドナー本人や，その近親者が認め

る限り）治療，研究，教育なども提供目的にできるものとなっている（この点は，カナダ，

イギリス，大部分のヨーロッパ諸国でも同じ）。したがって，提供者が認めている限り，移

植用臓器の研究利用を認めることに問題はない。わが国では基本的な枠組みが異なってお

り，同様のことを現行法の解釈論として認めることは難しい。 
 また，臓器移植法の現実の運用においても，医学的理由から移植に使用不可とされた臓器

が本当に使用不可であったのかどうかを，事後の病理学的検査によって確かめる目的のため

に，臓器の一部を標本として残すというようなことさえも認めない，加えて，ドナーによる

レシピエントの指定も認めない，という厳格な（見方によっては硬直的な）方針が取られて

いる。 
 しかし，自らの死体臓器の移植目的での使用を認めようとする人は，自分の死体がより広

い目的で用いられることをも認める意思であるかもしれない。ましてや，わが国の臓器移植

法は，基本的に，ドナー本人やその家族・遺族の意思を重視する点に特色がある。そうであ

るならば，ドナー本人および家族・遺族の意思は可能な限り尊重することが望ましいといえ

る。現行の臓器移植法およびその運用は，移植目的であって，かつ狭く限定された枠組みの

中でのみ，ドナー本人および家族・遺族の意思が活かされるものになっている。法のあり方

としては，ドナー本人および家族・遺族の希望・意思に反したことがなされないようにする

ための手当てを講じたうえで，より広い目的のために死体提供をすることを可能にすること

が適切ではないかと考えられる。 


